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学校園における新型コロナウイルス感染拡大への対応について（通知）

標記について、大阪府教育委員会より通知がありました。
12月３日（木）開催された大阪府新型コロナウイルス対策本部会議において、大阪府内における新型コロナウイルスの感染拡大状況を踏まえ、「大阪モデルの警戒レベル指標」を「イエローステージ（警戒）２」から「レッドステージ（非常事態）１」に引き上げることが決定されました。また、「レッドステージ１」の期間は12月４日（金）から12月15日（火）までと示されました。
本市においては、12月４日（金）開催されました東大阪市新型コロナウイルス危機管理対策会議における協議を経て、下記のとおり決定したので通知します。
つきましては、感染症対策を改めて徹底するとともに、学校園の実情に応じた、適切な対応をお願いします。

記

　〇『本市新型コロナウイルス感染症対策マニュアル＜増補版Ver2＞の「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準』にある地域の感染レベルを「２」として対応すること。
＜12月４日（金）から12月15日（火）まで＞
　〇分散登校や短縮授業は行わず、１教室40名の通常授業を継続する。ただし、特定の教育活動は制限すること。
　○部活動は、各種競技団体等のガイドライン等に基づき、一部活動内容を制限する。
○令和２年12月29日（火）から令和３年1月3日（日）までの間は、教育活動等（部
活動を含む）は行わないこと。
　　　　　＜別紙、大阪府作成の（資料２－４）「レッドステージ移行後の教育活動等について」を参照＞　　

※新型コロナウイルスについては、日々状況が変化しており、状況の変化及び提供できる情報については随時お知らせします。
また、文部科学省の「衛生管理マニュアル（Ver5）」及び、今後出される大阪府教育庁の「増補版」の内容を精査し、必要な情報があればあらためて通知します。
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